
議　事　録

乙月自治会　平成 29年度 第 2回理事会

作成日：　2017年　5月　24日　　

作成者：　鈴木（実）

開催日時 　2017年　　5月　7日（月）　9:00　～　:

開催場所 ちはら台桜小学校　ミーティングルーム

出欠確認 欠席者　なし

1. 会長報告（彦坂会長）

4/9（日）ちはら台自治会連合会 4 月度定例会長会

[市津消防署講話]
・市津消防署の佐藤所長から火災予防に関する講話があった。

・昨年は、市内で火災が 112 件、死者が 3 名、負傷者が 13 名（ちはら台地区では、火災 3 件）。 

・今年は、市内で既に 1 月～3 月までに 62 件で昨年同時期と比較すると 21 件増加。特に、放火の

　疑いが多い（ちはら台地区は 1 月～3 月までに放火 1 件）。

・新築住宅への住宅用火災警報器設置義務化は平成 18 年度 6 月から、既存の住宅では平成 20 年の

　6 月からで、市原市全体の設置率 77%の数字が出ている。

・年数が経っているものは電池の交換が必要、消防署より個別に回って PR していきたい（悪質な

　業者もいる）。

・市津消防署保有の 1 台の救急車出動件数は昨年だけで 1488 件、市内の 1 割にあたる。

・市内では搬送した 12,000 人中で 65 歳以上の方が 6,289 人と半分以上を占める。

・要望がありました、ちはら台地区の消防団設置のために詰め所、消防車両の予算を確保した。

[報告]
　 ・昨年度総会議事録について（元起）

　・昨年 4 月の定例会長会での発言内容記載の要望については、5 月度に修正・報告済みです。

・昨年度の「市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング」における要望の進捗状況（辻川）

　・（要望１）消防小屋整備について(消防ポンプ車の格納及びちはら台地区消防団の本拠地とし

　　　　　　　ての消防小屋の設置について) 
    （回答１）平成 29 年度事業として詰め所建設費を計上。

　・（要望２）支所の業務時間の延長について(夜間業務など支所の業務時間延長について)
    （回答２）時間延長は難しい、当初の回答も同じく難しいとの事で進展はしていない。

  ・（要望３）公園設備の充実について(公園への高齢者向け健康器具の設置について)
    （回答３）若干前向きな進捗状況になっているが、周囲の住民の意見を聞きながら進めていく

　　　　　　　との事で、内容的には余り進展していない。

・市原市町会長連合会理事会（3/22）について（辻川）

　・不法投棄を地域住民の周りで発見した場合に、市原市への通報が義務化される予定（一般住民

　　が不法投棄を発見したら、会長に連絡し自治会長が市に報告する）。

・社会福祉協議会評議員会について（辻川）

　・平成 28 年度第 4 回評議員会が 3/29(水) 9 時 30 分から市民会館 3F 会議室にて開催された。

・委員会より

　(1)防犯委員会（彦坂）

　・防犯カメラの SCM（首都圏ケーブルメディア）から自治会連合会への譲渡契約が完了。

　・昨年度に防犯カメラ補助金申請を行う予定だった新設 1 台、移設 3 台について、期末で補助金

　　がなくなったために今年度に回すことにして、事前申請を行った。

　(2)広報委員会（塩崎）

　・広報ちはら台 6 月号の掲載記事は、新任会長研修会、消防団だより、ちはら台チャンネル放送

　　番組表、春のあいさつ運動実施予告、神輿愛好会募集、ファミール自治会紹介等。
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・その他

　(1)防災設備点検について（元起）

　　3/27(月)に業者に点検してもらい異常無し。

　(2)新事務局員採用について（辻川） 

    アーバンデュオの山口さんが千葉さんと交代した。

　(3)単位自治会総会議案書提出について（元起）

    総会が終わった自治会は総会資料を事務局へ 1部提出すること（乙月分は提出済）。
　　

[議題]
・H29 年度運営について（辻川）

　(1)会長研修旅行

　・5/28 日(日)9 時～会長会を行い、10 時～日帰りの会長研修旅行。午前中に何処かの自治会か、

　　組織体を訪問して研修し昼食、午後からは観光という予定。

　(2)会長会運営について

　・原則会長会は毎月第 4 日曜日 9 時 30 分～11 時 30 分。

　・開催案内、議題は 1週間以内にメール連絡される。

  ・会長の都合が悪い時は、必ず代理を立てる。

・新任会長研修会について（元起）

　・4/23（日）13 時～15 時予定。

　・前半は、ちはら台支所・市民活動支援課による自治会長の役割説明、行政手続き説明。

　・後半は、連合会の規則、運営、各委員会活動紹介を予定。

・夏祭りについて（堀内）

　・昨年度の反省を踏まえて、今年度は、水の江公園とちはら台公園の 2 か所での開催とする。

　・水の江会場には、みかげ台、パークシティ、ファミール、水の江、乙月、霜月、葉月、かずさ

　　の杜、スマートコモンシティの 9 自治会、ちはら台公園会場には、残り 18 自治会が参加。

　・乙月は昨年に引き続き会場設営を担当（夏祭り運営委員として各自治会から世帯数の 5%を出

　　す必要があり、乙月は 28 名必要なため、運営委員 23 名＋事業担当理事 5 名とする）。

　・夏祭りの神輿かつぎを担当する神輿同好会には 3 名程度登録要（回覧中）。

・上期納入金請求について（元起）

　・乙月は印刷費 61,874円を含む 785,974円を 5 月 31 日までに連合会口座へ振込む。

２．一斉清掃（5/13）について（鈴木）

　　・参加賞は 5/11 までに、事業担当理事へ。事業担当理事から清掃日当日か前日までに班長さんに

配布予定。

　　・清掃日に出せる雑草等のゴミ袋は、各ゴミステーションに 5袋まで。（土曜日に実施出来た場

合）

３．春のあいさつ運動（5/15～19）について（彦坂）

　・「あいさつ運動実施中」のタスキをかけて登校する子供たちにあいさつをする。

　・のぼりとタスキは 5/13（土）に連合会事務局から彦坂会長が引き取る。

　・役員で参加可能な方は、東 4丁目セブンイレブン交差点（リーダ：乙月自治会彦坂会長）か桜小

　　校門前（リーダ：かずさの杜自治会井上会長）のどちらかに 7：20～7：45程度まで（登校児童が

　　いなくなるまで）参加をお願いしたい。
　　

４．防犯活動について（天津）

　・3 月の参加者はほとんどレギュラーのみの参加で、2 月から若干減少している。

　・シニアのレギュラーメンバーの方が減少している。

　・理事会の中で出た案は以下の通り

　　(1)一斉清掃等、班員が集まる場で、夜間パトロールへの参加を呼びかける。
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　　(2)担当週お知らせちらしの配布忘れをなくす。

　　(3)車パトロール隊の年間ベスト５の方に、商品券又はカード配布。

　　(4)今年一年やってみて、参加率が上がらないようなら、水曜日、土曜日の週 2 回に減らす。
　　 

５．上期会費徴収並びに会員状況について（堀）

　　現在集計中。現会員 556世帯
　

６．その他（彦坂）

　　・平成 27 年度設置の 2 台の防犯カメラの電源切替工事を行う（首都圏ケーブルメディアの同軸

　　　ケーブル用アンプ撤去のため）。

　　・発電機 2 台を点検したところ、点火プラグが真っ黒でエンジンがかからない状態だった。点火

　　　プラグを交換し、キャブレターに残っていたガソリンを一度全部抜いて、エンジンがかかるよ

　　　うになった。今後の使用を考慮して、保守マニュアルの A4パウチを作っておく。
　　　

　　次回理事会は 6/4（日）9 時～　桜小ミーティングルーム

以上
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